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１．託送料金の概要

　託送料金につきましては、平成 17 年 4 月 1 日の改正電気事業法の施行に

伴う届出にあわせて、料金の引下げを実施することといたしました。具体的

には、原価算定期間を電力需要動向ならびに経営効率化の成果について所要

の見通しの立つ平成 17年 4月から平成 18年 3月までの 1年間として算定し

た結果、接続送電サービス料金において、高圧で供給する場合には平均で 4.84

円/kWh、特別高圧で供給する場合には平均で 2.43 円/kWh となり、それぞ

れ、0.37円/kWh（7.10％）、0.17円/kWh（6.54％）の引下げとなります。

２．託送供給約款のサービスおよび料金

（１）接続送電サービス等 　　（単位：円）

料　金　単　価
単　位 改 定 料 金

(消費税等相当額含む)
現 行 料 金

(消費税等相当額含む)

基 本 料 金      1 kW ５６７．００ ５８８．００標準接続送電

サービス料金 電力量料金      1 kWh ３．０１ ３．２３

基 本 料 金      1 kW ５６７．００ ５８８．００

昼　間 1 kWh ３．３８ ３．６３

時 間 帯 別      

接 続 送 電      

サービス料金

（※１）

電力量

料　金 夜　間 1 kWh ２．５２ ２．６８

夜 間 ピ ー ク 割 引（※２） 1 kW ３３７．０５ ３４９．６５

予備送電サービスＡ 1 kW ８５．０５ ８８．２０

高

圧

予 備 送 電      

サービス料金

（※３） 予備送電サービスＢ 1 kW １５８．５５ １６４．８５

基 本 料 金      1 kW ４５１．５０ ４７２．５０標準接続送電

サービス料金 電力量料金      1 kWh １．４３ １．４５

基 本 料 金      1 kW ４５１．５０ ４７２．５０

昼　間 1 kWh １．５６ １．５８

時 間 帯 別      

接 続 送 電      

サービス料金

（※１）

電力量

料　金 夜　間 1 kWh １．２４ １．２８

夜 間 ピ ー ク 割 引（※２） 1 kW ２６８．８０ ２８１．４０

予備送電サービスＡ 1 kW ７６．６５ ８０．８５

特

別

高

圧

予 備 送 電      

サービス料金

（※３） 予備送電サービスＢ 1 kW １１７．６０ １２８．１０

基 本 料 金      1 kW 臨 時 接 続      

送電サービス

（※４） 電力量料金      1 kWh

標準接続送電サー

ビス料金を 20％
割り増ししたもの

標準送電サービス

料金を 20％割り
増ししたもの

近 接 性 評 価 割 引（※５） 1 kWh ０．１７ ０．１９
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（※１）当社の送電設備の効率的な使用に資する場合で、契約者が希望されるときに適用

します。

（※２）１年間を通じての最大需要電力が夜間時間に発生し、かつ、送電設備の効率的な

使用に資する場合で、契約者が希望し、かつ、当社との協議が整った場合に適用

します。

（※３）契約者が受電地点または供給地点ごとに、予備電線路の利用を希望される場合に

適用します。
・予備送電サービスＡ：常時利用変電所から常時利用と同位の電圧で利用する場合

・予備送電サービスＢ：常時利用変電所以外の変電所を利用する場合、または、常時利用

　　　　　　　　　　　変電所から常時利用と異なった電圧で利用する場合

（※４）契約使用期間が１年未満の場合に適用します。

（※５）受電地点が近接性評価地域内にある場合に、当該受電地点から受電した電力量の

うち、託送対象電力量を上回らない電力量について行う割引をいいます。

【近接性評価地域】
・大阪府のうち能勢町、豊能町、太子町、河南町、千早赤坂村、岬町を除く全域

・兵庫県のうち神戸市、尼崎市、伊丹市、川西市、宝塚市、西宮市、芦屋市、明石市

・京都府のうち京都市、宇治市、向日市、長岡京市、大山崎町、久御山町、八幡市、城陽市

・奈良県のうち奈良市、生駒市

（２）負荷変動対応電力（※６） 　　（単位：円）

単　位 料 金 単 価
(消費税等相当額含む)

標 準 変 動 範 囲 内 電 力 料 金（※７） 1 kWh ８．７６

基　本　料　金 1 kW １，０８８．８５

夏　　季 1 kWh １９．１８昼　間

時　間 その他季 1 kWh １２．２７

選択変動範囲

内電力料金      

（※８）
電力量

料　金
夜　間　時　間 1 kWh １０．３１

夏　　季 1 kWh ９８．００昼　間

時　間 その他季 1 kWh ５６．５７

変動範囲超過

電 力 料 金      

（※９）

電力量

料　金
夜　間　時　間 1 kWh ４４．７６

（※６）特定規模電気事業者等の供給電力量がお客さまの需要電力量に対して不足した場

合に、当社がその不足分を補完的に供給する電力をいいます。

（※７）接続送電サービス契約電力の３％以内の不足電力について補給する電力の料金を

いいます。

（※８）接続送電サービス契約電力の３％から１０％の範囲内で、選択された範囲の不足

電力について補給する電力の料金をいいます。

（※９）変動範囲を超過する不足電力について補給する電力の料金をいいます。
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３．託送料金の平均単価

　稼働時間に応じた託送料金の平均単価（標準接続送電サービスの場合）は、

以下のとおりです。

（１）高圧で供給する場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：時間/月，円/kWh）

稼 働 時 間 ２００ ３００ ４００

平 均 単 価 ５．４２ ４．６２ ４．２１

（注１）上記「平均単価」には、消費税等相当額が含まれています。

（注２）力率 100％の場合

（２）特別高圧で供給する場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：時間/月，円/kWh）

稼 働 時 間 ２００ ３００ ４００

平 均 単 価 ３．３５ ２．７１ ２．３９

（注１）上記「平均単価」には、消費税等相当額が含まれています。

（注２）力率 100％の場合
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